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第23回　資生堂児童福祉海外研修実施　要綱

1　目　　的

児童福祉施設の中堅幹部職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

施設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者

の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目指すa

2．主　　催　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援　　厚生省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ　「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」

5．研修内容　オーストラリア及びニュージーランドにおける

　　　　　　（1）児童福祉に関する基本政策・理念及び将来の展望。

　　　　　　　　　（国、州、市などの行政と民間団体、施設、ボランティアなどの役

　　　　　　　　割について）

　　　　　　（2）児童に対するサービス（児童へのサービスにはどんなものがあるか）

　　　　　　（3）施設と地域社会の関係について

　　　　　　（4）児童虐待と保護体制の現状について

6．研修先　オーストラリア及びニュージーランド

7．実施時期　1996年10月1（火）～10月11（金）　（11日間）

8．派遣人員　17名 （児童福祉施設より団長以下13名、副団長1名、講師1名
事務局2名）

9．推薦要件

　①過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者Lt

　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以下の者。（96－4－1現在）

　③日常児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、強

　　　い意欲と責任感のある者。

　④心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

10．研修報告書の作成及び研修の発表

　　①研修団は、報告書を所定の期日までに作成し主催者に提出する。

　　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において、研修結果の報告を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上



あ　い　さ　つ

全国養護施設協議会

　会長　谷松　豊繁

　財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志により、本年（平成8年）10月、昨年に引き続き

実施されました第23回資生堂児童福祉海外研修に養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉施

設の職員に参加の機会を与えていただきましたことに心から御礼申しあげます。

　近年のわが国の社会情勢は、出生率の低下や高齢化社会の到来など、その変化は著しいも

のがあり、極めて深刻な社会問題となってきております。なかでも、核家族化の進行に伴う

家庭機能の脆弱化、地域の共同体意識の希薄化等を背景とした児童を取り巻く環境は大きく

変化し、従来の要保護児童に加え、いじめ、不登校、虐待、自立できない児童の増加などに

見られますように、児童をめぐる新たな福祉課題はますます増大しつつあります。本年、厚

生省ではこのような状況も踏まえて、戦後間もなく制定された児童福祉法を中心とした児童

家庭福祉施策・体系の見直しに着手され、中央児童福祉審議会に基本問題部会を設置し、目

下、児童福祉法改正に向けて精力的な検討がすすめられております。

　一方、全国養護施設協議会におきましても、ブロック協議会や全国養護施設長セミナーを

開催し、養護施設の現場の意見や要望を聴取するとともに、制度検討特別委員会および常任

協議員会等を開催し、制度改正に向けての要望書をまとめ、厚生省へ提出いたしました。

　さらに、本年の全国養護施設長研究協議会が50回の節目の年として、秋篠宮同妃両殿下を

お迎えし東京都内で記念大会を開催いたしました。この大会の中でも、制度改正問題をテー

マに議論を深めてまいりました。まさに、この1年は「制度改革元年」ともいえる1年であ

りました。

　このような年に、第23回の海外研修がニュージーランドおよびオーストラリアを歴訪し実

施されましたことは、今後のわが国の児童福祉を考えるうえで、両国から多くの示俊を得ら

れるものとして、大変時宜を得たものであったと思います。

　最後になりましたが、本研修を企画・実施し、報告書の作成に至るまで事務局としてお世

話いただきました資生堂社会福祉事業財団の皆様、さらには研修の内容充実のためご配慮い

ただきました厚生省の関係者に改めて感謝申しあげますとともに、本研修が引き統き児童福

祉施設職員にとって実り多い機会として、今後の児童福祉と健全育成に一層寄与してまいり

ますよう祈念してお礼とさせていただきます。



あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国教護院協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　平井　光治

「福祉は人なり」、福祉従事者は常に、人間に関心を寄せ、向上心が望まれると共に、大き

な視野と長期的視点をもった姿勢が大切であり、これを備えて、福祉現場の現実生活、業務

を如何に充実させるか、線に連なる点を充実させられるかが重要だと思います。この資生堂

の海外研修は私ども福祉施設従事者にとっては、その資質を練磨し、点を線にする大きな研

修会の一つです。23回の長きに渡り、人材育成に寄与して頂き、深く感謝申し上げます。今

回は「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」というテーマで、オーストラ

リア、ニュージーランドを約2週間訪問し、福祉の基本政策と理念、児童へのサービス、施

設と地域社会の関係、児童虐待と保護体制等を研修するというものでした。教護院からは2

名参加しましたが、2力国の福祉の動向、施設の小規模化、家庭に近いものへの移行、里親

制の活用等に、直接触れ又他の職種の人達との交流の広がりにより、大きく見聞が開けたと

の報告を受けております。国は児童福祉法制定後50年経過し、制度疲労した、各種施設の機能、

役割を見直し、現代に合った施設への再編成に努めております。中央児童福祉審議会が基本

問題部会の中間報告を先頃、厚生大臣に出しました。教護院も21世紀の教護院推進委員会を

設置して、教護院が創立百年を迎えた、丁度21世紀になった時、問題を背負った児童へどう

応えるか、その将来像を検討し、作成中です。施設は生活の場であり、環境、雰囲気共に自

然が重要である事を基本に、児童の人権、意見表明権、最善の利益を実現し、施設生活で、

児童が主体的に関り、社会へ自立する事を確立し、また関係機関との連携を具現化し、そし

て家庭養育支援や地域支援機能を付加し、地域に開かれた教護院を目指して努力しておりま

す。今、各種別の児童福祉施設が将来像を考えその実現に努力しておりますが、今回の研修

の成果である2力国の福祉の実情の把握と人間交流で各自が身につけた知識や見識が今後の

施設の再構築に活きてくるものと期待します。又この報告書を読んだ一般の人達にも福祉の

将来への示唆を与えるものと確信します。終りになりましたが、この研修会を開催された資

生堂社会福祉事業財団ならびに厚生省児童家庭局家庭福祉課の皆様に心より感謝を申し上げ

て、お礼のご挨拶といたします。



第23回
資生堂児童福祉海外研修団

NEw　ZEALAND
　　　　　　＆

　AUSTRALIA

TEAM　LEADER
Mr．Kazuya　KOSHIKAWA
Superintendent．Keisetsugakuen

Children’s　Home

（Chiba　Pref）

団　長
越川　和也
蛍雪学園

V｜CE　LEADER Mr．Ken　NAKAMURA
Child　Welfare　Inspector，P｜armi［g　D雨sion．

Children　and　Families　Bureau，

r　’linistrv　of　Health　and　V」「elfare

（Tokyoo　Metropolitan）

副団長
中村　賢
厚生省児童家庭局

｜NSTRUCTOR Mr．Hisashi　TAKEUCHI
Famitv　Court　Probatien　Officer，

Tokyo　Family　Court

（Tokyo　Metropolitan）

講　師
竹内　尚
東京家庭裁判所

SECRETARY
Mr．Taisuke　NAKAGAWA
Mana薗ng　Director，
Shiseido　Social　W’elfare
FounClation

（Tokyo　Metropolitan）

事務局
資生堂社会福祉事業財団常務理事
中川　泰輔

SECRETARY
Mr．Junji　SUZUKl

Manager　Secretariate．

Shiseido　Social、Velfa「e
Founclation

（Tokyo　Metrepolitan）

事務局
資生堂社会福祉事業財団参事
鈴木　順治

TOUR　CONDUCTOR　Mr．Yasushi　TOMSTA
Meiji　Travel　Service、lnc．

（Tokyo　Metropolitan）

　

　
志

　
空

泰

員
航
乗
治
田

添

明
富



Ngw　Zedand　Group●ニュージーランドグループ

CHlFE
Mr」kuo　KUBO
Child　Guidance　Worker，

「．一． 、Runbinien，Children’s　Home

L　　　u 　（Toyama　Pref）
］　　リーダー

一
　．
　．

ぐ　　　窪　育男　　　ルンビニ園

MEMBERS
Ms．Akemi　OGATA
Child　Care　Worker，

’　ASahigaoka　Gakuen，

Children’s　Home

←
（Miyagi　Pref｝

し

す 尾形　明美
旭が丘学園

MEMBERS

〆
ー

Ms．Yurni　NAGASHIMA
Child　Guidance　Worker，

Kyuseigun　Kiekowou，

か ChUdren’s　Home
．夫． （Tokyo　Metropoli㎞｝

1

←
．
長島　由美

こ、ヨ■r　　’L・ 救世軍機恵子寮

MEMBERS
MrAkihisa　HASEGAWA
Chjld　Guidance　Worker，

一

Washinkan　Jido　Home，

Children‘5　Home

令〔
（Aichi　Prer）

一

篭 長谷川晃久
和進館児童ホーム

MEMBERS Mr．Akira　KISH｜HARA

一

、Child　Guidance　Worker，　L　　　Mummi　Boshiryou，

Home　lor　Fa也erless　F鋼lies

（Fukuoka　PreO

『 　1

］づ 岸原　晃
室見母子寮

MEMBERS Mr．Shigemi　YAMAZAWA
Traming　Instructor，

TD脈orikenr抗su　Kita㎞a　Gakuen

Home　for　Trahing　and　Education

㌃　；、 of　Juvenile　Dehnquents

へ． （Totto百Pref）

“一

山澤　重美
鳥取県立喜多原学園

Australia　Group●オーストラリアグループ

CHIFE
Mr．Tsutomu　SAKAI
Chi］d　GUidance　Worker，

Francisco　no　Maehi，

Children’s　Home

（G輌aPref｝

　
　
町

　

　

の

　
　
コ

　
勉
ス

一

　
シ

ダ
　
ン

一
井
ラ

リ
坂
フ

MEMBERS
Mr．　KatSUtoyo　KIZUKA

Child　Gロidance　Worker，

Heiantokugikai　Yogoen，

Children，s　Home
（Kyoto　Pref）

木塚　勝豊
平安徳義会養護園

MEMBERS
z．　　　　　　　　　　　　　　　　　一．
、「

Ms．　Mitsuko　SAKAE
Child　Guidance　Worker，

Nnoseiboen，Children’s　Home
（Kagoshima　PreD

栄　美津子
愛の聖母園

MEMBERS
Ms．　Matsuko　KUROKAWA
Child　Care　Worker，

tlijien　Nyuji　Home，

Home　for　lnfants

（Kumarnoto　Pref）

黒川松子
慈愛園乳児ホーム

MEMBERS

F　㍉

Mr．　Masaru　YAMAWAKI
Training　Instructor，

NaralcenritSu　Seika　Galcuin，

Home　feT　Training　and　Eclucation

ef　Juvenile　Delinquents
（Nara　Pref）

d■㎞職轟学院
MEMBERS Mr．　Takashi　MASUZAWA

Therapist，　Yokohama　Izumi

Gakuen，　Residential　T肥atment

Center　for　Emotional　Disturbed
ChildTen

（Kanagawa　Pref）

増沢　　高
横浜いずみ学園



団長報告

　　螢雪学園
園長　越川　和哉

　今回の研修は、1970年代から多彩な施策展開をしている福祉先進国であるニュージー

ランドとオーストラリアの福祉の実態を研修し、H本の児童福祉施設の在り方探ることを目

的として計画されましたe

　私たちが今回の研修で痛烈に感じたことは、両国とも人権に対する基本的な考えが徹底し

ており、要保護児童のケアについては、両国とも1980年代後半から1990年代の前半

にかけて居住型児童福祉施設はそのほどんとが閉鎖され、ソーシャルワーカーの仕事もホー

ムケアとフォスターケア（里親委託）の仕事が中心となってりおり、虐待の問題について通

告の義務と通告者の保護も法制化されており、法律や制度も日本の現状とかなり違いがある

ことを学びました。

　また反対に団員の誰もが持った疑問は児童福祉に関する脱施設化は理解出来るとしても、

どうしてこんな短期間に居住型施設（グループホームを含む）が閉鎖されてしまったのか、

又離婚率が40％を越え、又麻薬、虐待等、増加してゆく児童問題に、果たして現状で十分

対応出来ているのかどうかの2点でありました。

　この疑問にオークランド・シティ・ミッションのディレクターのロバートソンさんは、　「ニ

ュージーランドにおいて、多くの施設が閉鎖された理由の第一は、そのマネージメントの難

しさと拙さであり、第二は国の財政難と政権交代による法律の改正でありました。しかし、

現在行きどころのない子どもがいることも事実であり、施設の重要性を考慮せず廃止してし

まったことは、現法律の欠点であり、B本において、もし法律の改正をする場合には、こう

した点を一卜分考慮すべきである。」と答えてくれました。

　現在H本が児童福祉法制定後50年を経過し、少子高齢化社会の到来の影響もあって、児

童福祉法改正の機運がようやく出てきたとはいえ、長引く不況、そして国家財政のひっばく

は、行財政改革そして福祉改革の名のもとに、今後福祉予算の切り捨てが行なわれる可能性

があります。こうした状況の中で今後の日本の児童福祉施設が果たす役割は何か、そしてそ

の役割を果たして行くためにはどうすればよいか、この報告書が「日本の児童福祉施設の将

来の在り方を探る」ための一助になれば幸甚に存じます。

　最後に、今回の海外研修にあたり資生堂社会福祉事業財団をはじめ、厚生省、その他関係

諸団体の皆様方の絶大なる御支援により、団員一祠貴重な体験と研鐙を深めさせて頂き誠に

ありがとうございました。心から厚く御礼申し上げます。



Φ

副団長報告

厚生省児童家庭局

　　　　中村　賢

　私ども第23回資生堂児童福祉海外研修団は、平成8年10月、研修テーマとして「日本

の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」を掲げ、福祉先進国といわれているニ

ュージーランド、オーストラリア両国に行ってまいりました。

　期間申、団員の皆さんは一致団結し、真摯に研修課題に取り組み、ハードな研修日程にも

めげず大変頑張ってまいりました。難しい研修課題ではありましたが、研修団としては大き

な成果を上げることができたと思っています。

　また、研修団としてだけでなく施設職員個々人としても、両国のいろいろな立場の福祉関

係者と交流できたことは、児童を処遇する上で、参考になるところが多かったのではないか

と思います。施設で待っているこども達に、たくさんのお土産を持って帰りましたが、今回

の研修で得たことも大きなお土産となったのではないでしょうか。ともかく、全員無事に元

気に帰国できましたことが、なによりのことではないかと思っています。

　さて、詳しい内容は後段の団員報告におまかせすることとし、両国の児童福祉への取組み

について、特に感じたことを記してみたいと思います。

　両国とも「子どもは、住み慣れた家庭・地域で生活していける権利」が法律で保障されてお

り、このノーマライゼーションの理念が基本となって児童福祉への取組みがなされています。

このため政府では、虐待等にあっている児童を、単に親から切り離すことを考えるのでなく、

児童をいかに家庭や地域で安全に養育できるのかを考え、そのためには、親や家族、近隣の

血縁者等への教育あるいは訓練・治療等を施すというような家庭支援方法をも含めた処遇計

画を作成し、親に認めさせた上でこの計画を実行していくという方式がとられています。

　この方式での成功例は多いとのことでありますが、特徴的であるのは、親や家族にこの計

画を認めさせるに当っては、ファミリー・グループ・カンファレンス（親や家族、血縁者、

近隣の人等できるだけ多くの人々の参加による協議）を政府により開催し、問題点、問題解

決への支援方法等のすべての情報を地域で共有し、地域を上げて取り組むことを義務づけて

いることであり、成功例が多い理由としてうなずけるところであります。

　最後になりましたが、このような海外研修を企画実行していただいた資生堂社会福祉事業

団に対する感謝と、今後ともこの研修の継続のお願いをし副団長の報告といたしますe



講師報告
東京家庭裁判所調査官

　　　　　　竹内　尚

　第23回資生堂児童福祉海外研修に、家裁調査官として初めて参加させていただきまし

た。今回家裁調査官がこの研修に参加させていただけたのは、施設職員である団員の方々と

違った立場の人間が参加することによって、団員の方々の活動が何らかの面で広がることを

期待されてのことではないかと思っておりましたが、果たしてそのようなことができたか甚

だ疑問です。越川団長、中村副団長はもとより、団員の方々にもお世話になりっぱなしの11日

間でした。

さて、今回研修に参加して一番感じたことは、訪問先の方々、団員の方々の、児童福祉に

対する熱意の強さでした。訪問先であるニュージーランド、オーストラリアと日本とでは、

児童福祉制度や施設に対する考え方、職員の資格等異なる点は様々ありましたが、児童の福

祉を一番に考えるという熱意が重要であるという点が、いずれの国でも強調されていました。

一方、団員の方々も、訪問先と日本との相違点について熱心に質問され、日本に取り入れる

ことによって児童の福祉のためになることがあるなら一つでも多く吸収して帰ろう、という

強い姿勢が感じられました。

　また、ニュージーランド、オーストラリアにおいては、近年「施設から家庭へ」という非

常に強い流れがありますが、実際に児童福祉に携わっている方々は、理想としては同意する

もののやみくもにそういう方向に行くことに対しては危倶を感じているようでした。家庭の

重要性と共に、それに代わるものの存在の重要性とそのあるべき姿も考えていかなければな

らないという点が今後の課題になっているような印象を持ちました。

　ご存じのように、家裁調査官は家庭裁判所において児童の福祉を考える立場にあります。

しかし，裁判官が決定を下した後は、実際に処遇する方々にお任せするしかありません。こ

れは、判断機関である裁判所の宿命なのですが、我々としては、処遇機関に対して非常に大

きな期待を寄せています。その意味で、今回、外国で児童の処遇に当たっている方々の実情

を知ることができ、さらに、研修に対する姿勢を見たりそれぞれの方の施設の現状等を聞か

せていただいたりすることを通じて、団員の方々の熱意を直に感じられたことは大変有意義

でした。

　最後になりましたが、研修の主催者である資生堂社会福祉事業財団に心から感謝いたしま

して、講師報告とさせていただきます。



事務局報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事　中川　泰輔

　今回は過去一度も訪問をしていないニュージーランドと6年振り五度目の訪問となるオー

ストラリアの二か国で研修を実施した。児童福祉法制定50周年を迎えるにあたり、児童福

祉施設の在り方が問われる中、　「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」

をテーマに研修を実施した。

　特に、ニュージーランドは初めての訪問ということで、事務局も大変期待をしていた。し

かし、ニュージーランドは財政破綻から大規模なリストラを実施したことにより福祉関係の

スタッフが削減されたことと、過去実施していないということもあり、プログラム作成に大

変苦労したが、明治航空サービスの小野専務のご尽力により、オークランド・シティー・ミ

ッションにプログラムのアレンジをお願いすることができた。スタッフの方々の熱意で、僅

か二日間の研修であったがニュージーランドの福祉の実情を知ることができた。オーストラ

リアは五度目の訪問ということもあり、20年来当財団とお付き合いのあるSt．　JOHN‘S

HOMES　FOR　BOYS　AND　GIRLSの理事長エリス氏にプログラムのアレンジをお願いした。

財団の活動も良く知っておりわれわれの希望を十分考慮してくれ、三日間の訪問であったが

満足のいく研修ができた。オーストラリアは訪問する度に児童福祉の実情が大きく変わって

おり、たえず最新の情報を入手することが大切である。そういう意味で今回の研修報告は大

変意義のあるものとなる。

　今回の研修団は芸達者が多く、各地の交流会の場でパフォーマンスを披露した。ニュージ

ー ランドでは山澤重美さんが「書」を披露し、おおいに場を盛り上げた。オーストラリアで

は黒川松子さんが中心となって、「阿波踊り」を団員全員で披露、オーストラリア側の出席

者も一緒になって踊りだすというハプニングがあった。オーストラリア側から、コーラスの

お返しがあり、最後に全員で合唱し、時間の経つのも忘れて盛り上がった。これも、エリス

氏のご配慮のおかげと感謝する次第である。

　十一日間にわたる研修を無事終え、全員元気に帰国しました。

　最後に、今回の研修にあたりご支援、ご協力をいただいた関係各位に心よりお礼を申し上

げる次第である。



第23回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

10／1（火） 20：30 東京（成田）発　QFO60

ブリスベーン経由、オークランドへ

10／2（水） 7：55 ブリスベーン着

9：30 ブリスベーン発　QF　141

14：30 オークランド着（到着後ホテルへ）

10／3（木） 9：00 （ホテル）

・

Auckland　Citv　Missionによるオリエンテーション　　　　　　・

・ NZの児童福祉政策の発展と状況の変革について

・ 児童・青少年のためのサービス

・ 青少年のためのサービスと地域社会の関わり方

13：00 資生堂ニュージーランド工場訪問（昼食）

14：30 Dingwall　Tmst訪問（児童・家庭支援施設）

・ 家庭支援、児童・青少年の短期・長期ケア、休日のプログラム、

教育プログラムなどについて

16：00 Te　Whare　Ruruhau　o　Meri訪問（マオリ族の支援施設）

・ マオリ族の子どもの保護と、文化的特性に基ずくプログラム

18：00 （ホテル）

・ Auckland　City　Missionとの懇親会

10／4（金） 9：00 （ホテル）

Auckland　City　Missionによる講義

・ 児童、青少年及び家族法の下での法的機関の機能

・ 問題青少年の育成について

・ ソーシャルワーカーの訓練について

14：30 New　zealand　Children＆Young　Persons　Serviceき方問

（ニュージーランド児童・青少年家庭局）

・ 家庭と共働して児童を護り、要養護児童の安全確保と養護など

15：30 Massey　University訪問　　（マッセイ大学Albanyキャンパス）

・ニュージーランドにおけるソーシャルワークについて

19：00 オークランド発　NZ　467

20：00 ウエリントン着

10／5（土） 市内見学

15：45 ウエリントン発　QFO48

17：05 シドニー着



月　日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

10／6（日） 市内見学

15二〇〇 シドニー発　QF　443

16：20 メルボルン着

10／7（月） 9：00 Department　of　Human　Services訪問（ビクトリア州ヒューマンサービス省）

・ 社会福祉の組織・法制度・サービスシステム、NGO機関と

の契約、児童虐待の対策とその法制度などについて

14：00 St．　John’s　Caτe・Force訪問（民間の家庭支援機関）

・ 養育里親について

10／8（火） 9：00 T皿ana　Juvenile　Justi㏄Centre訪問（少年司法センター）

・ 青少年犯罪への対応策、非行青少年へのサービス、家族会議など

について

11：00 Brosnan　Centre（民間の家庭支援機関）

・ 青少年犯罪への対応策について

14：00 Chris6an　Brothers　Child、　Youth＆Family　Services訪問

（民間の家庭支援機関）

・ ファミリーグループホーム、スペシャリトサービス、Napier

サービス、一時的保護施設などについて

10／9（水） 9：00 Canterbury　Family　Centre訪問（民間の家庭支援機関）

・ 問題のある家庭への支援サービス、虐待児童の保護と予防、

Families　Firstプログラム

12：00 StJohn’s　Homes　For　Boys　and　Girls訪問（民間の家庭支援機関）

・ロビン・クラークさん「養護施設からコミュニティをベーにしたケアへ」

の論文に関しての質疑応答。

・ コミュニティーをべ一スにした青少年へのサービス

・ 「まとめ」と「ディスカッション

19：00 St、　John’s　Homesとの懇親会

10／10（木） 市内見学

19：45 メルボルン発　QFO21

10／11（金） 6：40 東京（成田）着

・トランジットエリアで研修終了のミーティング

空港で解散

⑭



≡　＝ユージーランドにおける児童福祉事情

面積＝27万986km2
人1コ＝349．万人

首都＝ウェリントン

民族構成＝ヨーロツバ系87％

　　　　　ア人9％

主要言語＝英語（公用語）、

ポリネシ

　　　　　　　　　　　　マオリ語

主要宗教＝イギリス国教会29％、長老派

　　　　　18％、カトリック9％

通貨＝ニュージーランドドル

元首＝イギリス国］三（女E）

建国＝1907年自治領として発足

　国名のニュージーランドは、17世紀にこ

の地に．ヒ陸したオランダ人が、オランダの一’

つの州名（ゼーランド）に「ノバ（新しいの

意）」という語をつけてノバゼーランドと呼

んだことに由来する，．これを英語読みすると

シダの葉はニュージーランドとオールブラソクス

のシンボルマーク．

ラグt一は国技であリオールプラ・ノクス

　　　　　　はあまりにも有名．

ニュージーランドとなる　南大西洋の南西部

に位置し北島と南島、それに周辺の島々から

なり、面積は、日本の本州とJL州を合わせた

くらいである．日本と同じように環太平洋造

山帯に位置しており、特に北島に火山が多い＝

　　　　　　　　　　，
南島は3．000メーFルをこえる高い山々が

連なる．

　政体は、イギリス連邦に加盟した立憲君主

制で、元首はイギリス国工（女．E）．議会は

・院制である

　牧羊や牧牛を中心に農牧業が盛んで、国土

全体が緑の牧草に包まれている（国土の49

％）。羊毛、羊肉、牛肉、酪農製品はこの国

の重要な輸出品になっている　北島の火山地

帯では地熱を利用した発電が行われている．

　ニュージーランドの最先住者が何者かは、

いまだわからない．ただし、14世紀頃と目

される現在のマオリの初期移住者が先住民族

の入々（モア＝ハンター）を確認しているので

これらの人々がこの地に最初に移住した人類

　一デ．・？≠ア

陵
靭

「？弔”v・・一”
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であろうと考えられている。彼らを後にモア

；ハンターと称した理由は、彼らが大型の飛

べない鳥（モア）を狩猟していたことに由来

する。モア絶滅の後、やがて彼らも絶滅した。

モア＝ハンターについで13世紀中頃にこの

地に到来し、現在に至るまでニュージーラン

ドの文化を維持してきたのがマオリであった。

マオリは、現在もニュージーランドの各地で

見られるような高度な彫刻、装飾芸術を保持

している。その伝統的社会秩序も、高度に発

達した身分と役割秩序からなる．いまや、オ

セアニア全域がキリスト教化されているのに

対しマオリは多くの神々からなる独自の宗教

体系と神話形式を備え、ポリネシア文化の中

枢的継承者である。とりわけ注目されるのは、

勇壮な音声をともなう男女の舞踊、一木をく

りぬいた高速集団カヌー、マエラ（祖先の身

体を模したもので、集会もしくは休息用の大

家屋建築）を中心とする精緻を極めた彫刻作

品、身体全体にほどこす入れ墨技術等である。

　ヨーロッパ人がこの地を発見したのは、

1642年のことで、オランダ人タスマンに

よる。18世紀中頃にはイギリスのJ・クッ

クが探検し、マオリと交渉をもっている。

本格的な自人の入植が始まったのは1840

年にワイタンギ条約が結ばれてからのことで

ある。ワイタンギ条約とは、19世紀以来入

植を始めたイギリス系ヨーロッパ人との紛争

を解決するため、1840年2月6日、イギ

リス女王の代理W・ボブスンと約50名のマ

オリ部族長との間で調印された。その内容は、

①ニュージーランド全体はイギリス女王の主

権の下に置かれること、②マオリの土地（森

林、漁場を含む）所有権は保証されること、

③マオリは、パケハ（白人の意）と同等のイ

ギリス市民権を与えられること、以上わずか

三力条である。北島のワイタンギ村で調印さ

れたcマオリ語は、公用語の英語に準ずる扱

いを受け、ラジオ、テレビ放送もマオリ語の

時間帯を設けている．又政府は、公的行事の

オープニングセレモニーをマオリの儀礼で行

うなどマオリ文化との融合を図ろうとしてい

る。これに加えて、近年は大量のアジア人、

オセアニア人が流人しつつあることから、政

府、公共機関、諸団体は、様々な文化の共存

に留意している。多民族、複合文化国家形成

と、まったく類縁性のない複数の文化がどの

ように共存しうるかという問題を考えるケー

スとして、ニュージーランドは最適かもしれ

ない。

　日本のニュージーランド認識は、これまで

微弱であった、せいぜい牧畜国家、社会保障

の先進国といった程度であった。観光客の増

大にともない、徐々にこの国に対する正確な

認識がなされつつある。とりわけ、核兵器に

対する徹底した拒否姿勢、極めて積極的な自

然環境保護、人権保護運動、あるいはアジァ

重視政策等が知られるようになっている。経

済パートナーとしては小規模国家であるが、

きわめて、良質な社会内容をそなえた国家で

あることを、もっと認識する必要があるかも

しれない。

参考文献　1992年「国際情報大辞典

PASPO」学研
　　　　　　　　　　　　　　　（長島）
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o訪蹴概況

○オークランド

　1865年まではニュージーランドの首都

としてその機能を果たし、eq　一（｜1も人rl約100

万人を誇るこの国最大の都市である．オーク

ランドは北島の北西部に位置し、　ノースラン

ド半島がト1’け根の所で急にくびれており、地

狭になった部分に建設された都市である．ワ

イテマタ港とマヌカワ港の二つの湾に囲まれ、

古くから圏内の商」二業や貿易の中心地として

栄えてきたこの都市は、CitvOf　Sai】s

（帆の街）の愛称を持った美しい海岸都市と

しても知られ、休日の湾内にはたくさんのヨ

ットが行き交いしている．博物館や公園、史

跡などが街の中心を囲むように位置しており、

ゆるやかに起伏する幾つもの丘がつながって

いるので、海がよく見える・温和な気候と落

ち着きのあるたたずまいの街であり、而積は

4．518km2　クイーン通りがメインス

トリートで、　番の繁華街となっている，

オークランド市内触策

オークラントでの早朝散歩、朝ぼらけのなかから

「comeon」と笑顔のお招き　いっばいのウィン

ナーコーヒーが醍い体にしみわたり、お手製のマ

フィンに口元がほころぷ　ああ幸せ

なお、1986年にこの都市と1］本の福岡市

は姉妹都市となっている、

○ウェリントン

　ニュージーランドの首都であり、北島の最

南端に位置し人［1約33万人を数え、オークラ

ンドに次ぐ第二の都市である．．．丘と海に囲ま

れた坂の多い町でモダンでありながらも、行

政の巾心地としての重厚な雰囲気が漂ってい

る，ニコルソン湾沿いの丘の斜面に半円形に

広がるこの美しい街は、HarbourCapital

の愛称で呼ばれている．市内は高層ビルが立

ち並ぶ近代都市で、ニュージーランドの政

治・経済・文化・産業の中心として機能して

いる．ビジネスマンが多く、ニュージーラン

ドで唯一’朝夕の通勤ラッシュが起こる街であ

る，オークランドからは660km離れていて、

飛行機で約1時間である、首相等の執務室の

あるモダンなビル（よBeehive（蜂の巣）と

呼ばれており、地ドは災害時などに閣僚が生

活しながら［・E・1政の指揮が取れる地卜要塞とな

っている、面積は28，897km2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（窪）

CAprrAL　cn『Y New　Zealand

国会鰻事堂〔右働とBeehiveと呼ばれる閣僚の執務室（左側）

ウエリントンの人達は、とても友好的で暖かい印象を持ちました

一緒に飲んで、下手な踊りまで踊ってしまいました



　　　　　　　　　　　　唱」‘　　㌧ノ

　ニュージーランドは児童福祉において長い

歴史を持った国である。特に1989年に制

定された「児童・青年及び家族法」（ChiLdren，

Young　Person　and　Their　Families　Act　）は非

常に革新的であり、この法律によって児童福

祉は大きく様変わりしたといってよい。主な

変化の内容としては、子どもが中心であった

児童福祉から、家族支援も

含めた地域支援型の児童福

祉に変わった事や、17才

以下の青少年犯罪が、殺人

事件を除き法的に裁かれる

のではなく、児童福祉の分

野で取り扱われることにな

ったことが挙げられる、ま

た児童人所型の施設が減少

しているのも、この法律に

る。里親の選択においては血族関係が一番で

あるとされているが、そうでない場合は対象

となる家族と長い付き合いがあり、子どもが

親しく思う者、つまり子どもの精神的安定が

図れる人達の中から選ばれることになる。ま

た、里親になるための条件としては、経済的

条件（子どもの生活費用のほとんどが自己負

担となるため｝や、過去の犯罪歴（警察の調

査が入る場合もある）、あるいは、子どもの

ケースによっては里親としての経験の有無、

家族構成などの諸条件がある。これらを踏ま

「児童・青年及び家族法」に較っている絵

よる変化である．そして施設の代わりに里親

制度が注目され始めたのである。

　この国においては児童・青年を家庭や親、

通常の養育者から引き離すのは最後の手段と

されており、ソーシャルワーカーや警察が児

童を家庭から引き離すことが許される唯一の

理由は、「児童の安全確保」のためである。

したがって児童・青年を引き離すには、傷害

を受けているか、家庭にいることが安全では

ないと考えられる場合に限られる。そうした

状態で、家族以外の社会的養護を考える場合、

里親・ファミリーホーム・施設等が考えられ

えてソーシャルワーカーが

里親と接触し、調査を行っ

た上で決定となる。実際の

家庭に児童が戻れることが

最終的な目的とされ、子ど

ものみならずその家族へも

家族療法を行いつつ、その

一方で里親でのケアがなさ

れていくtt

　ニュージーランドの児童福祉機関は、政府

の社会福祉省が中心となっている（別表1参

照）。その業務の主な内容は「保護とケア」

（Care　and　Protection）と、「青年司法」

（Youth　Justice）であるe社会福祉省の下部

組織として「CYPS」があり、この国の児童

福祉における中枢的な役割を果たしているが、

これについては後で詳しく説明したい．
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（別表1） 社会福祉省

局（ISS） 地域社会経費配分機関（

　　　（サービスの購入

　　CYPS
　　　　］

CYPS地域事務所
　　　　｜

　CYPS事務所
　　　　1

　　　　施設

民間社会福祉機関・施設

　公的福祉機関に対し、民間団体も児童福祉

に深く関わっており、子ども達のケアに関し

て大きな役割を果たしていることも見逃せな

い事実である。民間団体は行政から離れて独

自の運営を行っているが、そのほとんどが教

会を基盤としており、実際の運営費の三分の

一・ を上限として政府からの援助を受けている。

それ以外の運営費は、企業などからの支援金

と個人の寄付とで成り立っているため、団体

の中心となるソーシャルワーカーは資金集め

の活動にかなりの時間を費やしている。民間

機関としては、英国国教会、救世軍、長老会

サポートなどがある。こうした民間の福祉機

関は家族支援を中心としたサービスを提供し

ており、親業訓練、家事訓練、休校日の児童

・ 青年のためのプログラム等もある。また親

が子育てについて学んだり、カウンセリング

を受けるために親と子どもが共に宿泊する施

設（Residential　Family　Unit）もいくつかある。

こうした施設は以前までは入所型の施設であ

ったところが多い、

　　　　　　　　　　　　　（尾形、岸原）

　通称シップス（CYPS）と呼ばれるこの

機関の日的は二つある。一つはニュージーラ

ンドにおける児童・青少年の保護とケアであ

り、もう一つは青少年犯罪の法的管理である。

ニュージーランドを大きく13の地域に分け、

それぞれの地域に3カ所から5カ所、計50

カ所の事務所を置いていて、その中心となる

事務所はウェリントンにあり、14の事務所

のマネージャーが連絡を取り合って仕事にあ

たっている。政策はすべて中心となる事務所

で作られる。

　ニュージーランドの新しい政策としてデュ

ー ティチームがある。このチームは、学校や

地域の人々から子どもの問題に関する通告

を受ける係である。すべての通告はデューテ

ィチームに入るが、それぞれのケースがどう

いう分野に関わってくるのか、どういう種別

に分類されるのかについては、1989年に
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制定された「児童・青年及び家族法」という

法律にケアと保護に関する内容が規定されて

おり、それに基づいて考えられている

　なお、通告者は法的に保護されている　例

えば、隣の子どもが虐待されているとすると、

実際に虐待されている事実の通告であれば法

的に保濯iされる　しかしこれはあくまでも任

意通告であり、必ずしも医帥だからといって

通告しなければならないという厳しい義務は

ない．

　具体的なケアと保護についての過程である

が、相．’tlのスーパーバイザーへ話が持ち込ま

れる前に、例えば、保育所、学校、近所の

人々からの情報をすべてデューティーチーム

で総まとめにする．、そして．今後と．ういうケ

アが必要であるのか、ある程度内容をまとめ

てから担当のスーハーバイザーに持ち込まれ

る＝

各CYPS事務所には、週に10ケース程度

の情報が持ち込まれ、それらのケースはスー

ハーバイサーが内容を把握し、適切なソーシ

ャJLワーカーに振り分けられる　これらのソ

ー シャルワーカーはそれぞれ専門の分野をも

ち、対応にあたっている　ソーシャルワーカ

ー には、r一どもが身体的、性的、精神的虐待

を受け、危険な状態にあると判断される場合

には、その場から了どもを保護する権限が与

えられている．

　例えば、教師から連絡があり、その通告内

容がその了どもにk・tする性的な虐待や暴力だ

ったとする　デューテ｛チームの撹当者が、

子どもを家庭におけない状況であると判断し

た場合には、スーハーバイザーに相談内容を

連絡、スーパーバイザーは2人のソーシャル

ワーカーを学校へ派遣し、rどもと学校関係

者から事情を聴く．そして、一・時子どもを保

護したヒで、今度は家族の庄に川向いて事

CYPSの事務所前の看板．
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情を聴く，何らかのケアが必要と判断された

場合は、よりよい方向を模索するために、子

ども、家族及び関係者らと共にファミリーグ

ループカンファレンス（FGC）を行う，家

族がFGC参加を拒否した場合、あるいは、

FGCで話されるケアの内容にどうしても同

意しない場合は、ファミリーコート（家族問

題を扱う裁判所）の審判をあおぐこととなる。

FGCで家族がケアを受けることに同意した

場合は、同意書をとってそのケアが与えられ

ることになる．なお、ファミリーコートでは、

家族のプライバシーが守られる、

　FGCの結果、親元から離れてケアを受け

た方がいいと判断された場合には、以下のよ

うなサービスが提供される。

●オルタナティブ・ケア・プログラム

基本的には親戚の家に置き、一時的なケアを

与えるプログラム。

●フォスPt　一・ケア　　　里親によるケア。

●レジデンシャル・ケア　　　子どもが生活

する入所型の施設，

●スキュア・ケア　　　監視付きのケア施設．

このようなサービスの対象となる子どもは実

際には少ないtコ3mおきにファミリーコート

に行きカウンセリングを継続しながらケアを

受ける、

　これらは、　「児童・青年及び家族法」に基

づいて提供することになっているが、多くの

場合、政府が直接すべてを管理しているので

はなく、民間の福祉団体と契約をして政府が

サービスを買い取るような形をとっている．

政府は、行政機関のコミュニティ・ファンデ

ィングを通して、13のエリアに対して、予算

を支給する、ニュージーランドでは、福祉事

業が広い範囲で民聞に委託されているが、ス

キュア・ケアに関しては政府が直轄している．

　　　　　　　　　L　　’　　　　ーtの　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

‘lt．　　　，　　白ナーV－i・言字ト

（1）Youth　Justice　Center（政府福祉機関）

　犯罪を犯した17才以ドの児童は、1対1

の監視のもとで24時間拘置所に拘置される。

その結果により家庭裁判所の判断が下り、そ

の後72時聞まで拘置が継続される場合がある。

CYPSの中で説明を受ける。右側の男性はソーシャルワーカーのバトリック・カンネマイヤーさん．

左側の女性はオークランド・シティミッションのロバートソンさん、
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（2）Residential　Family　Unit（民間福祉機

　　関）

　身体的、精神的、性的虐待の問題を抱えて

いる家族や、危険性のある家族が処遇の対象

になっている。親の養育方法が変われば、子

どもを保護する必要がなくなるという考え方

に基づいており、このユニットには、家族で

最高5週間までの宿泊が可能である。家族と

常勤職員が課題を話し合い、その結果により、

家族に必要なケアが何であるのか、CYPS

のケアが必要か、裁判所の介入が必要か等を

職員がレポートにまとめて家族に提示する。

親への教育内容は、良い養育ができる親のあ

り方、家計のやり繰り、子どものしつけ、家

庭を安定させる方法等がある。子どもにとっ

て、親と同居することが危険と判断されれば

里親に委託され、その間実親は、精神的な治

療やカウンセリングを受けたり、家庭の管理

方法を学ぶ。ユニットの滞在を終え、家庭に

戻った後は、職員が家族支援を行い、3ヵ月

ごとに改善された点や、修正が必要な点を家

族と話し合う，育児の簡単な作業（おむつ替

え等）の指導から、子どもの学校教育につい

てや裁判所への出頭、行政団体と関わる必要

がある時などの援助も行っている。家族が家

庭に戻ってからも、最高2年くらいは家庭へ

の支援を続けていく。このユニットや家族支

援は、良い結果をもたらし、親が良い養育者

となることで子どもが早い段階で家庭に戻れ

るようになっている。このようなユニットは、

現在12ヵ所くらいあり、価値あるプログラ

ムを提供していることから今後も増やすべき

だと考えられている。

（3）Barnardoes（民間福祉機関）

　家族がなんらかの苦しい状況にある時の、

デイケアを行う設備を設けている。保育所と

違い、ストレスを抱えた親が利用できる。

　　　　　　　　　　　　　（窪・長島）
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日本では10月の時期には見られないオリオン座

を、行きの飛行機の中で見たとき、南半球に来

たことを実感した。星に手が届くようだった。
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　　　　児童虐待に対する福祉サービス

　　　　（事例を通して）
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　対象となる家族の問題としては、例えば、

家族が未熟なために起こる問題、酒のために

荒れる、性的虐待、家庭内暴力等がある。多

くの場合、親は、「この子に問題があるので

す。」と相談に来る。親は子どもの好ましく

ない行動が問題であると考えているが、子ど

もの行動の原因は、家族が生み出しているの

であり、この場合、子どもを親から離すこと

では問題解決にはならない。家族が、家族と

して機能するため、家族から課題を拾い集め、

問題解決策を考えだすシステムがある。

　ある家族のケアプランを通して、そのシス

テムの紹介をする。

＠



　3才の女の子と9才の男の子を持つ夫婦が

政府の福祉機関から紹介されて、ファミリー

センターに相談に来た。9？の子どもの顔に

は打撲の跡が見られたc政府の福祉機関は、

この家族と接触して、ファミリーセンターで

の親教育が必要であると判断した。まず最初

に一人のソーシャルワーカーが担当して調査

を行い、現状を理解するために様々な質問を

家族に投げかけた。この質問によって、9才

の男の子に対して暴力的であったという問題

だけではなく、夫婦間がうまくいっていなか

ったこと、食生活も乱れていたこと、家事が

きちんとなされていなかったこと、上の子ど

もが妹に性的な異常行動をとっていたことが

確認された。又、母親が、子どもの頃に実父

から虐待を受けていたことも調べていくうち

に分かったのである。

　9才の男の子が親から虐待をうけていると

いうことから始まったこのケースでは、調査

を通して、幾つかの間題が発見された。その

後、ソーシャルワーカー、該当家族、関わる

スタッフでいろいろな話し合いが持たれ、ケ

ー スプランが立てられた、具体的なケースプ

ランの中には家族療法が用いられ、2人の子

どもを健全に育成することを前提に、家族が

治療の必要性を受け入れることが重要になる。

プランができると、家族にそれぞれ治療のコ

ー スが設定される。父親には、怒りの感情を

コントロールできるようになるためのコース

を、母親には、母親自身が過去に受けた虐待

による傷を治療するコースを、又夫婦そろっ

て、親になるための教育を受ける。子どもへ

のプログラムはない。この家族は、2週間程

で状況が落ち着き、9才の男の子の行動に変

化が見られ、3才の女の子の行動も落ち着い

た。このプランを通して理解できることは、

子どもには何の治療も行わないのに、親が変

わることで子どもが変化してきたという事実

である。家族は、6週間程かけてスタッフと

一緒にプログラムを行った後、家庭に帰る。

家庭に帰った後も、父親は怒りをコントロー

ルするプログラムを続け、母親もカウンセリ

ングを続けていった、父親の怒りのコースが

終了すると、次は、夫婦で家庭管理の勉強を

始めた。

　子どもをレジデンシャルホームに入れてし

まうことで問題解決を図った場合、家族の元

に子どもが帰ったとしても同じ問題が繰り返

されることになるであろう、虐待を受けた子

どもが問題解決をしないままに成長してしま

うと、自分の子どもを虐待するという問題の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

：　　　　　　　　　　　　　　　：

i　　きよ㌢誌】i

：最後に笑うのは私…　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●・．●．●・．◆・．…　　．・・●・・●・．．●…　　　●

●



再生産が見られる，この事例のように．家族

の問題の解決策を見いだすことによって、家

族が破滅せずに済むのである、

　現在、虐待の数は増加傾向にあると思われ

るが、発見のためのシステムができてから、

早期発見が可能になっている。虐待を受けて

いるi”どもや、暴力を振るわれている女性を

保護するための法律も確立されている．ファ

ミリーセンターのサービスは、その家族の持

つ考え方や生活スタイルを尊重し、家族にあ

ったサービスを準備している、努力すれば、

必ず解決する道はある　どの家族にも解決す

る機会が与えられる　ファミリーセンターの

サービスを一般の人々に知ってもらい、理解

してもらうことが必要なのである、

　　　　　　　　　　　　　　　　（長島）

　　　　ソーシャルワーカーの専門性と

　　　　育成について

1．歴史的背景

　ニュージーランドには、様々な種類のソー

シャルワーカーがいる　　つは行政機関に所

属して仕事をしているワーカー、もう一’つは

民開団体に所属して仕事をしているワーカー

である

　20世紀初め、ニュージーランド政府は福

祉への関心が少なく、教会や、民間福祉団体

が中心に福祉業務を担っていた，そのため、

他国に比べてワーカーの育成が遅れる結果と

なった

　1920年に最初の児童福祉法が制定され、

法の制定をきっかけに福祉に携わる職員を教

育する必要性が言われはじめ、職業としての

ソーシャルワーカーが生まれた「その当時は、

ソーシャルワーカーは、優しい心と、仕事へ

の熱意があれば、資格の必要はないと考えら

れていた．

　しかし、第2次LW，＃大戦後、ニュージーラ

ンドでは、専門的な短｜識がないと解決できな

いような様々な問題が生じ、トレーニングを

受けた優秀なワーカーの必要性が言われるよ

うになった．

　1950fF～］974f卜（1）1－E：1　t二、民1茜ll寸1f4こ

を通して、iE式なワーカーのトレーニングが

始められた　そのトレーニング方法は、海外

から取り人れられたものである　その後、大

学にも学部が確立され、知1識の部分の勉強は

出来るようになったが、実践を学ぶ場は充分

なものでなかった

　1980年からユ996年の間に実践を学

ぶ場も取り入れられ、　・般大学の他に、職業

訓練的な大学もいくつかでき、実践面を含め、

新しい法の内容を取り人れた教育も含めたコ

ー スが設定されるようになった

オークランド・シティミ・ノションによる団義

tセントラ・オークランドホテルにて‘

Φ



　　↓

　4年間
　　↓

ポリテック

　　↓

　2年間

　　↓

共通して教えているのは対象者の

文化的な考え方

・ マオリ族の文化

・ ワイタンギ条約（白人とマオリ族の条約）

・心理学

・ ソーシャルワーカーの論理学

・ ソーシャルポリシー

　↓

マオリ語
発達論

　↓

　　　　↓

　　　実　習
2年間のコース終了後
ワーカーとして働く

3・4年生は団体に所属して
実技研修を行う

　　↓

4年間のコース終了後

　　↓　　　↓
・ 修士レベル　・ワーカーとして
の勉強　　　　働く

　大学もポリテックも卒業後は同じレベルで

仕事をする。長い間福祉に携わり、経験は積

んだが、論理的な部分の勉強が不足してい

るワーカーは行政機関にも民間団体にもおり、

そのようなワーカーには正式な教育を受ける

ように奨励している。

　新しくできた法によりワーカーの立場や位

置づけが変わり、更にトレーニングされたワ

ー カーが必要となった。以前は子どもたちの

問題解決ばかりだったが、今は家族全体やそ

の取り巻きの中で解決していかなければなら

ない。その上で、ワーカーとして身につけな

ければならない事は、以下の点である。

①人間関係の築き方

ワーカー自身と対象家族、家族を取り巻く

人々との関係を上手に作らなければ、良い話

し合い、解決につながらない。

②対象者の文化的な違いを理解する知識

白人、太平洋諸島の人々、マオリ族は、それ

ぞれの文化が異なるため、それぞれの考え方

で関わらなければならず、その知識と行動様

式を学ぶ必要がある。

③交渉、折衝力

大きな集団の複雑な問題を解決まで導く必要

があるから。

④状況に適した判断力

特にファミリーグループカンファレンス

　（F．G．C）では重要な判断をしなければなら

ない。この時、家族との関わりを尊重しなが

ら、且つ、子どもの安全を考えながら判断し

ていく力が必要となる。

　これだけの取りまとめをしなければならな

いとなると、未経験のワーカーや、知識に偏

りのあるワーカーには難しい仕事となる。

　現在の大学やポリテックには、面接試験が

なく、適性を判断する機会もない。いずれの

コースも知識の成績は測れるが、これだけの

仕事を行う技術を身につけたか否かは測れな

い。1992年の白書では、今のトレーニン

グの実技による適性の部分を測る内容として

は、レベルが低いと言われている。しかし、

実技による適性を測ることを法に含めていく

だけの資金が不足しているのが現状である。

（長島、窪）



o訪問先報告

1．ディングウォールトラストについて

施設名

訪問日時

所在地
代表者名

三’L　　　」’
ri’（　　　」∫．

員
員

h
£
咋
凪

’
，
　
町

運営費

Dingwall　Trust（日本の居li型養護施設のような施設）

96fF　101－］31．1

8Dingwal］Place　Papato（・toe　South　Auckland．　New　Zealand

Mr．　Fraser　FAじLKNOR

1928年に11hvid　McNair　I〕ingwal］氏が死亡　氏θ）「児竜福祉のために生かし

て欲しい」との希望により、遺された莫大な資産の一部を充“1し、2年後の1930

年に施設が設ウ：された

35名

ケア・ギパーほ～2名）　ソーシャルワーカー（4名）

ケアギバー・アシスタント　｛f’どもの人数によって調整）

David　McNair　Dingwa｜1氏の資産投資からの利益が充当されている　政府から依

頼のあった子どもの場合は、政府の援助がある．

庭が広くて緑か美しい、建物

このような建物が4つ点在している

理事長のフ1一クノールさんから

施設の概要説明を受ける

◎



建 物学校として利用されている建物が1棟、子ども達の生活の場として利用されてい

　　る建物が2棟ある。設立当初はダイニングルームだったところが、現在ではそれ

　　ぞれの建物で食事をするようになったためと、学習教育が必要になったために学

　　校へと変わった。また、敷地外の地域には夫婦でケアしている家が2軒ある。

対象となる子どもたち

　　　　　「家族と子どもができるだけ一緒に生活することができるように」ということが

　　　　基本として考えられている。基本的にソーシャルワーカーがその家庭へ出向き、

　　　　　その場で解決するように進められている。しかし、子ども達が抱えている問題が

　　　　　あまりにも大きく、家族と一緒に生活することが困難な場合のみこの施設での生

　　　　　活が始められる。ケアを受ける子ども達の最終目標は再び自分の家庭へ戻れるよ

　　　　　うになることである。

　　　　　施設を利用している児童の内訳

　　　　　・在宅でケアを受けている児童　　　　　　　　　45名

　　　　　・建物に住んでケアを受けている児童　　　　　　　35名

　　　　　・家族のもとへ戻りアフターケアを受けている児童　30名

職員と子どもの配置

　　　　　一つの建物では、7人の子どもに対して夫婦のケア・ギバーがケアにあたってお

　　　　　り、さらに2人のアシスタントが加えられている。ここでの子ども達は長期的な

　　　　　ケアが必要とされており、家庭的な雰囲気を作ることに力が入れられている。ま

　　　　　た、もう一方の建物には、11人の子どもに対して3人のフルタイムのケアギバ

　　　　　ーがおり、さらに5人のパートタイマーがケアにあたっている。ここは短期滞在

　　　　　の子ども達で、2～3週間で家庭へ戻っていくことが目標とされる子どもが中心

　　　　　となっている。問題が深刻でなかなか解決しない場合は、長期的なケアが必要と

　　　　　なり夫婦でケアにあたる寮へと移動する。精神科医やカウンセラーは雇われてお

　　　　　らず、専門的な知識や、治療が必要な場合は地域の専門家に相談され、必要なサ

　　　　　ービスを受ける。

職員の専門性

　　　　　子ども達が抱える問題がとても深刻になってきているため、「里親」という形を

　　　　　とるのが非常に難しくなってきている。問題を抱える子どもにとって「里親」は

　　　　　誰でもよいわけではなく、知識や経験をもった人が必要となる。そうした理由で

　　　　　この施設では里親制度を取り入れておらず、ケア・ギバーといった、あくまでも

　　　　　トレーニングを受けて専門知識を持ち、さらに継続的なトレーニングを受けてい

　　　　　る人が中心となり、子ども達のケアにあたっている。



　．コ「°
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施設名
訪問日時

所在地

代表者名

施設種別

利用対象

職
運
設

員
営
備

職員体制

レiレルノア・’・1－一｝L－

Te　Whare　Ruruhau　O　Meri

96年10月3日
671　Great　South　Road　Otahuhu

PO　Box　22363　Auckland，　New　Zealand

Ms．　Hera　CLARKE

家族支援施設

基本的には性的な虐待など、さまざまな虐待をうけたマオリ族の人達が中心に利

用している。その年令に制限はなく、マオリの文化的考えに基づいて、O歳から

老人までが対象となっている。

ソーシャルワーカー　2名、ユースワーカー　2名

英国国教会による

英国国教会による支援により現在のオフィスがつくられ5カ月になる。ある一室

は親権や養育権を持っていない親が、子どもと面会することができる部屋になっ

ている。裁判所の判断で、家では会ってはいけないと条件がつけられている場合

などは、ここで面会する。

「オンコール」という名称で24時間体制をとっている。どの職員も車で10分か

ら20分の所に住んでおり、必要であればいつでも働くことができる体制を組ん

でいる。ケアギパーの職員は法律に基づいたトレーニングを受けて、問題のあっ

た家族やその子どもと接触している。

英国国教会の擾助で麓てられた真新しい白い遣物。

◎



七

目
f 考　ニュージーランドの児童福祖：を考える時には、この「マオリ族」の人々を抜きに

　　は考えられない　白人とマオリ族との問に対立意識はあまりないようであるが、

　　マオリの人々は独特のk化・伝統を持っており、例えばマオリのJ’・どもが白人の

　　家庭でケアを受ける場合に「家族のように扱ってもらえないのでは？」といった

　　不安が生じる　そのため、法改IEでも、マオリの人々の疋化・伝統を考慮した制

　　度化となっている　この施設を訪問する際に、マオリの1云統的な儀式で迎えて頂

　　き私たちも、その文化の一’端に触れることができた、　　　　　　　（長谷川）

鼻と鼻をお互いにつけてあいさつするのがマオリ

方式、緊張のためか．頭をつけている長谷tllさん．

3．マッセイ大学について

訪問先名

訪問i．｜時

所在地

Massey　University

96年’10月4日

N〈，rth　ShOre　I　lail　Centre

Auckland　New　ZeaLand

　キャンパスはカーブノースの西海岸に2つとオークランドに1つある　オークランドに住

んでいる太平洋諸島・アジア系の人々が、カーアノースまで通うことができないため、1993

年にオークランドにキャンパスが開設された

取得できる大学である

　ここで、ニュージーランドの社会的

背景について講義を受ける．以T；に、

その内容について、若「ふれることに

する

．

社会福祉に関して学t・修i：・博上の単位が

マ．ン．セイ大学で、マイク・オプライエン博±の講義を受ける

◎



失業者：ニュージーランドは現在雇用が充分でなく失業者が増えている．

　　　　　1985年　約6万人

　　　　　1990年　約21万人

　　　　　1996年　約16万人

　　　　　あと5年くらいまで16万人という数字は続くであろうと言われている、

フードバンク：食料を配給する制度であるが、10年前はこのような制度はなかった，1991年

　　　　　に社会1呆1｛章子・’1］〔貧しいノ＼々への手’il）の10％～15％がカソトされ、’L活が

　　　　　　一層困窮化した．f’⊥］が削減された結13、フードパンクに沢lhの人々が訪れて食

　　　　　料を求めるようになった．

生活水準の比較：ニュージーランド全体を見ると中流家庭が最も多いのだが、極端に貧しい

　　　　　生活をしている人もまた多いのが現実である一

Oi｜澤）

　　　　　　　一

マ．ンセイ大学の教室の前で、一同記念撮影．

マッセイ大学で講義を受ける団員

◎



≡　ll オーストラリアにおける児童福祉事情

面積＝771万3364　km2

人口＝1766万人
首都＝キャンベラ

民族構成＝ヨーロッパ系95％

主要言語＝英語（公用語）

主要宗教＝カトリック28％

　　　　　イギリス国教会24％

　　　　　プロテスタント系23％

通貨＝オーストラリアドル

元首＝イギリス国王（女王）

建国＝1901年連邦国家成立

　　　　　1960年代以降は鉱産物の割合が増加して

　　　　　いる。鉄鉱石、石油、石炭、ボーキサイト、

　　　　　ニッケル、鉛、亜鉛、スズ、ウランなど鉱物

　　　　　資源に恵まれ、近年は、農牧業国から鉱工業

　　　　　国へと転換しているe

　　　　　　1642年、オランダの探検家アベル＝タ

ァジァ系　　スマンがタスマニア島を発見したのをきっか

　　　　　けに17世紀からオランダ、ポルトガル、イ

　　　　　ギリス、フランスが太平洋地域に進出した。

　国名のオーストラリアは、ラテン語で「知

られざる南の大陸」を意味するテラ＝アウス

トラリスに由来する。日本の真南の南半球に

位置する世界最小のオーストラリア大陸とタ

スマニア島からなる。面積は日本の約20倍。

東部にグレートディバイディング山脈、ニュ

ー イングランド山脈、オーストラリアアルプ

ス山脈などが海岸線に添うように走っている。

中央部は低地で盆地が広がり、西部は台地が

占める。中央低地から西部の台地にかけての

地域は乾燥地域で砂漠が広がる。政体は、イ

ギリス連邦に加盟する立憲君主制であり、元

首はイギリス国王（女王）。議会は上院、下

院の二院制である。

　小麦、羊毛、牛肉、サトウキビ等の生産が

盛んで、これらは重要な輸出品であるが、

　　オーストラリアに住むかわいい小動物ポッサム。

中でも、イギリスは、アメリカの独立により、

流刑先を失い、さらに1880年代半ばから

フランスの南太平洋への進出が著しくなった

事実などが複雑に絡み合った結果、オースト

ラリア大陸の専有植民地化に本格的に動き始

めた。

　航海史上有名なイギリスの探検家キャプテ

ン・クックこと、ジェームス・クックは、

1770年4月、オーストラリア大陸東海岸

に到達、シドニー付近のポタニー湾に上陸、



これを機に移民国家オーストラリアの歴史が

始まったのである，

　約4万年程前から1万数千年前の間に東南

アジアから移住してきたオーストラリアの先

住民族がアボリジニである、白人、黒人、黄

色人種に次ぐ、「第4の人種」とも言われる、

入植当時は、500の部族に分かれ、約30

万人いたが、アボリジニの虐殺が断続的に今

世紀前半まで続き、1930年代前半にはわ

ずか5万人に激減した．　「アボリジニは死に

ゆく民族」という考え方は1930’F代末に

否定され、保護政策、強制同化から、アボリ

ジニ文化を認め、オーストラリア社会への統

合を図る措置がとられ、70年代には土地所

有権の立法化が行われた，現在は約23万人

　（うち純血は約7万人）のアポリジニがいる．

　都市社会が成立し始めると共に各植民地で

は、自治政府を本国へ要求する運動が高まっ

てきた。1850年、植民地政府法が制定さ

れ、ニューサウスウェールズ、タスマニア、

サウスオーストラリアの各植民地は植民地憲

法を制定し近代的議会と選挙制度を獲得した、

各植民地は自治政府と内閣制度を有するよう

になった．．59年にはクィーンズランドが、

ニューサウスウェールズから分離独立．

90年にはウェスタンオーストラリアも白治

政府を樹立した、，1901年、中央集権国家

を確立する必要性を感じるようになり、オー

ストラリア連邦国家が創設され、自治領とし

てイギリス連邦の一員に組み込まれた、

　首都キャンベラは、連邦政府直轄地区にあ

る．首都で国際線の直行便がないのは珍しい

が、シドニー又は、メルボルンから飛行機で

一一時悶程度，1927年、正式に首都となっ

たが、メルボルンからの移転は60年代には

いってからのことである。

　オーストラリア経済の発展を支えるのは、

鉱物、エネルギー資源の輪出であり、その最

大の輸出先は1．1本である、又、観光産業の最

大の顧客も日本入である。オーストラリア経

済の発展にとって［1本の存在はなくてはなら

ないものとなり、目本語学習熱も高まりを見

せているという．、

参考文献　1992年「国際情報大事典

PASPO」学研　　　　　　　　（長島）

コアラはテリケートな動物で．動物園でも抱

けないところが増えて来ているt

＠



0訪問都市概況
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1シドニー

　ニュー・サウス・ウエルズ州の都であるシ

ドニーは、同時にオーストラリアの最大の都

［liでもある　キャブテン・クックのヒ陸に続

き、移民団が移住区を建設したのが、18川

紀後」ト　その際、当1痔のイギリス内務相シド

ニーにちなんで、この地名がつけられた

　191世紀半ば、内陸地バサーストで起こっ

たゴールド・ラッシュにより、シドニーは経

済・文化の中心としての役割を持つようにな

った．以来発展を続け、現在は人｜1約380

万を抱える大都巾に成長．歴史的なものを大

切にする’方、近代的な国際都市としての機

能も｝｛fね備えている

あまりにも有名なオペラハウス

シFニーの揚をハ．．’クに記念撮影

．ニオヘラ・ハウス

　シドニー港の東側、ベネロング岬に壮麗な

たたずまいをみせるオヘラ・ハウスは、貝殼

を幾「丘にも重ねたようなユニークな屋根で有

名である．デンマークの建築家、ヨルン・ウ

．ソツホンが、入江に浮かぶヨットにヒントを

得てデザインしたというもので、1973年

に完成した，

　また、彼がいき詰まって、みかんを食べて

いたときに、皮からデサインが、浮かんだと

もいわれている

．⊃ハーバー・ブリッジ

　ニック’ネームは、”古い洋服掛け”であ

る．全長はアブ．ローチを含めると3．6キロで

ある．ポート・ジャクソンをまたいで、市街

地と、ノース・シドニーを結んでいる，

⑱



○メルボルン

ー 英国よりも英匡1らし（這奈りr高き田r一

　ビクトリア州σ）都であるメルボルンは，最

も英国的な雰囲気を漂わせる人［300万、

シドニーにつぐオーストラリア第2の都市で

ある

　メルボルンの歴史は、1835年、植民地

として栄えていたタスマニア島から開拓者達

が移り住んだ時に始まる、その2年後、当時

の英国首相の名にちなんでメルボルンと命名

された．その後、西の方のバララットで金が

発見され、町は急激に発展した　1855年

には、ビクトIJア州が成立、当時の英国は、

ビクトリア女Eの黄金時代でもあった．また．

この時代の輝かしい帝国の面影が今もメルボ

ルンに残っている、ゴールド・ラッシュの後は、

ll業都市として発達している　今や、オース

トラリアの全丁業生産の四分の・を占め、金融

の中心地t農産物の集積地として、シドニー

観光客のための馬車が走って

いるメルボルン市内。

と競ってる　また、1880年オーストラリ

ア初の世界博が開かれ、1901年、キャン

ベラが首都と決まるまで、連月敏府が置かれ

ていた　このような歴史を持つ町に市民は誇

りを持っている，また、昔ながらの市電も走

っている

○フィツツロイ公園

　市街の東、官庁街の背後に広がる広大な庭

園＝かつて、メルボルンの特産ブルー・スト

ー ンの石切り場だったところで、イギリスの

園旗であるユニオン・ジャックのデザインを模

したレイアウトで、庭園が造られた，園内には、

メルボルン百周年祭を記念して、1934年

に英国から移されたキャプテン・クックの家

がある、レンガ造りの典型的な英国の民家で、

クックは、少年時代この家で過ごしたと伝え

られている，

　　　　　　　　　　　　　　　　（黒川）
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